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条   例 

 

  
本号で公布された条例のあらまし 

  

    

 

 

 

◇知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第38

号） 

１ 期末手当の支給割合の改正 

  知事、副知事、県議会議員等の期末手当の支給割合を改正することとしました｡(第１条及び第２条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、一部の規定を除き、令和３年12月１日から施行することとしました。 

 

◇一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（新潟県条例第39号） 

１ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正関係 

  新潟県人事委員会の勧告に基づき、一般職の職員の期末手当の支給割合を改正することとしました｡(第１条

及び第２条関係） 

２ 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部改正関係 

  新潟県人事委員会の勧告に基づき、市町村立学校職員の期末手当の支給割合を改正することとしました｡(第

３条及び第４条関係） 

３ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正関係 

  新潟県人事委員会の勧告に基づき、一般職の任期付研究員の期末手当の支給割合を改正することとしました。 

 （第６条及び第７条関係） 

４ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正関係 

  新潟県人事委員会の勧告に基づき、一般職の任期付職員の期末手当の支給割合を改正することとしました。 

 （第８条及び第９条関係） 

５ 知事等の給与の特例に関する条例の一部改正関係 

  部長級職員及び課長級職員（所属長に限る｡)以外の一般職の職員に対して令和３年12月に支給される期末手

当及び勤勉手当に限り、臨時的削減措置を緩和することとしました｡(第10条関係） 

６ 施行期日 

  この条例は、一部の規定を除き、令和３年12月１日から施行することとしました。 

 

  

発 行   新 潟 県 

号  外  １ 
令和３年11月30日 

毎週火（祝日のときは翌日）、金曜発行 
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次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

(2) 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

令和３年11月30日 

新潟県知事  花 角  英 世 
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新潟県条例第38号 

知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例（昭和28年新潟県条例第36号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当の額） 

第２条 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した特別の職員

にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在）において特別の職員が受けるべき給

与月額（知事、副知事、県議会議員、教育長、地

方公営企業管理者及び常勤の県監査委員にあつて

は、その額に給与月額に100分の45を乗じて得た

額を加算した額）に、100分の160を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

２ （略） 

（期末手当の額） 

第２条 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した特別の職員

にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在）において特別の職員が受けるべき給

与月額（知事、副知事、県議会議員、教育長、地

方公営企業管理者及び常勤の県監査委員にあつて

は、その額に給与月額に100分の45を乗じて得た

額を加算した額）に、100分の165を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

２ （略） 

第２条 知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当の額） 

第２条 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した特別の職員

にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在）において特別の職員が受けるべき給

与月額（知事、副知事、県議会議員、教育長、地

方公営企業管理者及び常勤の県監査委員にあつて

は、その額に給与月額に100分の45を乗じて得た

額を加算した額）に、100分の162.5を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

２ （略） 

（期末手当の額） 

第２条 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した特別の職員

にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在）において特別の職員が受けるべき給

与月額（知事、副知事、県議会議員、教育長、地

方公営企業管理者及び常勤の県監査委員にあつて

は、その額に給与月額に100分の45を乗じて得た

額を加算した額）に、100分の160を乗じて得た額

に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

２ （略） 

附 則 

この条例中第１条の規定は令和３年12月１日から、第２条の規定は令和４年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第39号 

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和30年新潟県条例第59号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当） 

第25条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

117.5を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受

ける職員でその職務の級が７級以上であるもの並

びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でそ

の職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当

するもの（これらの職員のうち、人事委員会規則

で定める職員を除く。第26条において「特定幹部

職員」という｡)にあつては、100分の97.5を乗じ

て得た額とする｡)に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分

の65」と､｢100分の97.5」とあるのは「100分の55」

とする。 

４～６ （略） 

（期末手当） 

第25条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

127.5を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受

ける職員でその職務の級が７級以上であるもの並

びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でそ

の職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当

するもの（これらの職員のうち、人事委員会規則

で定める職員を除く。第26条において「特定幹部

職員」という｡)にあつては、100分の107.5を乗じ

て得た額とする｡)に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分

の70」と､｢100分の107.5」とあるのは「100分の

60」とする。 

４～６ （略） 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当） 

第25条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

122.5を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受

ける職員でその職務の級が７級以上であるもの並

びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でそ

の職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当

するもの（これらの職員のうち、人事委員会規則

で定める職員を除く。第26条において「特定幹部

職員」という｡)にあつては、100分の102.5を乗じ

て得た額とする｡)に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分

の67.5」と､｢100分の102.5」とあるのは「100分

の57.5」とする。 

（期末手当） 

第25条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

117.5を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受

ける職員でその職務の級が７級以上であるもの並

びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でそ

の職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当

するもの（これらの職員のうち、人事委員会規則

で定める職員を除く。第26条において「特定幹部

職員」という｡)にあつては、100分の97.5を乗じ

て得た額とする｡)に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分

の65」と､｢100分の97.5」とあるのは「100分の55」

とする。 
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４～６ （略） ４～６ （略） 

  （市町村立学校職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 市町村立学校職員の給与に関する条例（昭和30年新潟県条例第61号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当） 

第26条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

117.5を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分

の65」とする。 

４～６ （略） 

（期末手当） 

第26条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

127.5を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分

の70」とする。 

４～６ （略） 

第４条 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当） 

第26条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

122.5を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分

の67.5」とする。 

４～６ （略） 

（期末手当） 

第26条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

117.5を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分

の65」とする。 

４～６ （略） 

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第５条 職員の特殊勤務手当に関する条例（平成12年新潟県条例第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

附 則 

１～５ （略） 

（新型コロナウイルス感染症に対処するための手

当の特例） 

６ 職員が新型コロナウイルス感染症（病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２

年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対

して、人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限る｡)である感染症をいう。以下

この項において同じ｡)から県民の生命及び健康を

保護するために緊急に行われる措置に係る次に掲

げる作業に従事したときは、防疫等作業手当を支

附 則 

１～５ （略） 

（新型コロナウイルス感染症に対処するための手

当の特例） 

６ 職員が新型コロナウイルス感染症（新型コロナ

ウイルス感染症を指定感染症として定める等の政

令（令和２年政令第11号）第１条に規定するもの

をいう。以下この項において同じ｡)から県民の生

命及び健康を保護するために緊急に行われる措置

に係る次に掲げる作業に従事したときは、防疫等

作業手当を支給する。この場合において、第14条

の規定は適用しない。 
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給する。この場合において、第14条の規定は適用

しない。 

(1)～(2) （略） 

７ （略） 

 

 

(1)～(2) （略） 

７ （略） 

  （一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正） 

第６条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年新潟県条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（一般職員給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 第１号任期付研究員に対する一般職員給与条例

第24条の３第１項及び任期付研究員に対する一般

職員給与条例第25条第２項の規定の適用について

は、一般職員給与条例第24条の３第１項中「前条

第１項に規定する職にある職員」とあるのは「前

条第１項に規定する職にある職員及び一般職の任

期付研究員の採用等に関する条例（平成13年新潟

県条例第４号）第３条第１号の規定により任期を

定めて採用された職員」と、一般職員給与条例第

25条第２項中「100分の117.5」とあるのは「100

分の160」とする。 

（一般職員給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 第１号任期付研究員に対する一般職員給与条例

第24条の３第１項及び任期付研究員に対する一般

職員給与条例第25条第２項の規定の適用について

は、一般職員給与条例第24条の３第１項中「前条

第１項に規定する職にある職員」とあるのは「前

条第１項に規定する職にある職員及び一般職の任

期付研究員の採用等に関する条例（平成13年新潟

県条例第４号）第３条第１号の規定により任期を

定めて採用された職員」と、一般職員給与条例第

25条第２項中「100分の127.5」とあるのは「100

分の165」とする。 

第７条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（一般職員給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 第１号任期付研究員に対する一般職員給与条例

第24条の３第１項及び任期付研究員に対する一般

職員給与条例第25条第２項の規定の適用について

は、一般職員給与条例第24条の３第１項中「前条

第１項に規定する職にある職員」とあるのは「前

条第１項に規定する職にある職員及び一般職の任

期付研究員の採用等に関する条例（平成13年新潟

県条例第４号）第３条第１号の規定により任期を

定めて採用された職員」と、一般職員給与条例第

25条第２項中「100分の122.5」とあるのは「100

分の162.5」とする。 

（一般職員給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 第１号任期付研究員に対する一般職員給与条例

第24条の３第１項及び任期付研究員に対する一般

職員給与条例第25条第２項の規定の適用について

は、一般職員給与条例第24条の３第１項中「前条

第１項に規定する職にある職員」とあるのは「前

条第１項に規定する職にある職員及び一般職の任

期付研究員の採用等に関する条例（平成13年新潟

県条例第４号）第３条第１号の規定により任期を

定めて採用された職員」と、一般職員給与条例第

25条第２項中「100分の117.5」とあるのは「100

分の160」とする。 

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第８条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年新潟県条例第55号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（一般職の職員の給与に関する条例の適用除外

等） 

第８条 （略） 

（一般職の職員の給与に関する条例の適用除外

等） 

第８条 （略） 
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２ 特定任期付職員に対する一般職員給与条例第24

条の３第１項及び第25条第２項並びに市町村立学

校職員給与条例第25条第１項及び第26条第２項の

規定の適用については、一般職員給与条例第24条

の３第１項中「前条第１項に規定する職にある職

員」とあるのは「前条第１項に規定する職にある

職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成14年新潟県条例第55号）第２条第１項の

規定により任期を定めて採用された職員」と、一

般職員給与条例第25条第２項中「100分の117.5」

とあるのは「100分の160」と、市町村立学校職員

給与条例第25条第１項中「前条第１項に規定する

職にある職員」とあるのは「前条第１項に規定す

る職にある職員及び一般職の任期付職員の採用等

に関する条例（平成14年新潟県条例第55号）第２

条第１項の規定により任期を定めて採用された職

員」と、市町村立学校職員給与条例第26条第２項

中「100分の117.5」とあるのは「100分の160」と

する。 

２ 特定任期付職員に対する一般職員給与条例第24

条の３第１項及び第25条第２項並びに市町村立学

校職員給与条例第25条第１項及び第26条第２項の

規定の適用については、一般職員給与条例第24条

の３第１項中「前条第１項に規定する職にある職

員」とあるのは「前条第１項に規定する職にある

職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成14年新潟県条例第55号）第２条第１項の

規定により任期を定めて採用された職員」と、一

般職員給与条例第25条第２項中「100分の127.5」

とあるのは「100分の165」と、市町村立学校職員

給与条例第25条第１項中「前条第１項に規定する

職にある職員」とあるのは「前条第１項に規定す

る職にある職員及び一般職の任期付職員の採用等

に関する条例（平成14年新潟県条例第55号）第２

条第１項の規定により任期を定めて採用された職

員」と、市町村立学校職員給与条例第26条第２項

中「100分の127.5」とあるのは「100分の165」と

する。 

  第９条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（一般職の職員の給与に関する条例の適用除外

等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する一般職員給与条例第24

条の３第１項及び第25条第２項並びに市町村立学

校職員給与条例第25条第１項及び第26条第２項の

規定の適用については、一般職員給与条例第24条

の３第１項中「前条第１項に規定する職にある職

員」とあるのは「前条第１項に規定する職にある

職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成14年新潟県条例第55号）第２条第１項の

規定により任期を定めて採用された職員」と、一

般職員給与条例第25条第２項中「100分の122.5」

とあるのは「100分の162.5」と、市町村立学校職

員給与条例第25条第１項中「前条第１項に規定す

る職にある職員」とあるのは「前条第１項に規定

する職にある職員及び一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（平成14年新潟県条例第55号）第

２条第１項の規定により任期を定めて採用された

職員」と、市町村立学校職員給与条例第26条第２

項中「100分の122.5」とあるのは「100分の162.5」

とする。 

（一般職の職員の給与に関する条例の適用除外

等） 

第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する一般職員給与条例第24

条の３第１項及び第25条第２項並びに市町村立学

校職員給与条例第25条第１項及び第26条第２項の

規定の適用については、一般職員給与条例第24条

の３第１項中「前条第１項に規定する職にある職

員」とあるのは「前条第１項に規定する職にある

職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成14年新潟県条例第55号）第２条第１項の

規定により任期を定めて採用された職員」と、一

般職員給与条例第25条第２項中「100分の117.5」

とあるのは「100分の160」と、市町村立学校職員

給与条例第25条第１項中「前条第１項に規定する

職にある職員」とあるのは「前条第１項に規定す

る職にある職員及び一般職の任期付職員の採用等

に関する条例（平成14年新潟県条例第55号）第２

条第１項の規定により任期を定めて採用された職

員」と、市町村立学校職員給与条例第26条第２項

中「100分の117.5」とあるのは「100分の160」と

する。 

（知事等の給与の特例に関する条例の一部改正） 

第10条 知事等の給与の特例に関する条例（令和元年新潟県条例第18号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
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附 則 

１ この条例は、令和元年11月１日から施行する。 

２ 第３条第３項若しくは第４項に規定する職員又

は同条の規定の適用を受ける職員以外の職員に対

して令和３年12月に支給される期末手当及び勤勉

手当に関する第４条第３項の規定の適用について

は、同項第２号中「100分の５」とあるのは「100

分の2.7」と、同項第３号中「100分の３」とある

のは「100分の0.7」とする。 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

この条例は、令和元年11月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第５条の規定 公布の日 

(2) 第１条、第３条、第６条、第８条及び第10条並びに次項の規定 令和３年12月１日 

(3) 第２条、第４条、第７条及び第９条の規定 令和４年４月１日 

（人事委員会規則への委任） 

２ この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 
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